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Ⅱ 管布設工事編
Ⅱ 管布設工事編 １.１.２ 材  料 Ⅱ 管布設工事編
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1  本産業規格(JIS)、日本水道協会規格(JWWA)適合材料及び鳥取市水道局承認

材料を使用する場合、「工事材料使用届」（鳥水標様式第10号）を監督員に提

出するものとする。

2  上記以外の特殊材料等を使用する場合、「工事材料使用承諾願」（鳥水標様

式第11号）及び「使用材料一覧表」を監督員に提出し、監督員の承諾を得るも

のとする。

3  管工事における管材料等の確認は、「使用材料集計一覧表」によるものとす

る。ただしコンクリート、アスファルト、管材料等以外の二次製品を出来形で

確認できないものについては検査資料として材料伝票を求めるものとする。
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(変更)

1  受注者は事前に「工事打合せ簿(承諾)」（鳥水標様式第25号）及び「使用材

料一覧表」（鳥水標様式第10号）を監督員に提出し、監督員の承諾を得たうえ

で材料を使用すること。

2  日本産業規格(JIS)適合材料、日本水道協会規格(JWWA)適合材料、鳥取県事

前承諾材料及び鳥取市水道局承認材料においては、JIS番号、JWWA番号、鳥

取県事前承諾番号又は鳥取市水道局承認番号を「使用材料一覧表」に記載する

こと。

3  ２以外の材料については、製品カタログ等を「使用材料一覧表」に添付する

こと。

Ⅱ 管布設工事編 １.１.４ 管路土工 Ⅱ 管布設工事編
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２ 受注者は、埋め戻しに当たっては、次により施工すること。

3

２ 受注者は、埋め戻しに当たっては、次により施工すること。

(追加)

(5) 構造物の下越し箇所等の埋戻しは、砂埋戻し、水締め等適切な処置を行うこ

と。
Ⅱ 管布設工事編 １.１.１２ 管せん孔工 Ⅱ 管布設工事編
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３ 割丁字管の取り付けは、原則として水平とし、移動しないように堅固に取

付けなければならない。

４ 穿孔は、既設管に割丁字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設

置し、所定の水圧試験を行い、漏水のないことを確認してから行うこと。

５ 穿孔機の取り付けに当たっては、支持台を適切に設置し、割丁字管に余分

な応力を与えないようにすること。
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(文字変更)

３ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とし、移動しないように堅固に取付け

なければならない。

４ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置

し、所定の水圧試験を行い、漏水のないことを確認してから行うこと。

５ 穿孔機の取り付けに当たっては、支持台を適切に設置し、割Ｔ字管に余分な応

力を与えないようにすること。

鳥取市水道局管布設設計基準
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品質管理基準 / 表−２ 品質管理基準項目 （変更）

54 54

付録 付−２ 工事記録写真撮影要領 付録

３ 工事写真の分類 ３ 工事写真の分類

 工事写真は次のように分類する。  工事写真は次のように分類する。

58 58

（変更）

付録 付録

60 60

（変更）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 適用

管
布
設
工

水圧試験

管路
（ダクタイル
鋳鉄管）

管内に充水し
所定の水圧を
負荷

管路に異常がな
く、急激な圧力
低下（初期水圧
の30％以上）が
生じないこと

配管終了後
※ただし監督員の指示により
省略することができる

試験水圧は、配水管
0.75Mpa、送水管
1.0Mpaとし、30分間以
上保持

工種試験項目 試験方法 規格値 試験基準 適用

管
布
設
工

水圧試験

管路
（ダクタイル
鋳鉄管）

管内に充水し
所定の水圧を
負荷

管路に異常がな
く、急激な圧力
低下（初期水圧
の30％以上）が
生じないこと

配管終了後
※ただし監督員の指示により
省略することができる

当該管路の静水圧や水
撃圧を考慮した適切な
圧力を負荷し、原則30
分間以上保持

工種

着工前・完成

施工状況

材料検収・保管状況

安全管理

その他

工事写真

その他

工事写真

品質管理

着工前・完成

配管状況

使用材料

出来形管理

施工状況

写真項目 備考

① 着工前・完成後 測点順にまとめること（起点～終点）

② 使用材料 材料検収・保管状況

測点順（測点からの距離ごと）にまとめること

同一箇所で工事写真が重複する場合は施工順
にまとめること

給水管は配水管の後にまとめること

（注）本舗装は別途測点順にまとめてもよい

④ 品質管理（測定・試験状況）

⑤ その他（公害対策・災害等・安全管理）

③ 施工状況・配管状況・出来形管理

写真項目 備考

① 着工前・完成後 測点順にまとめること（起点～終点）

② 材料検収・管理状況

測点順（測点からの距離ごと）にまとめること

同一箇所で工事写真が重複する場合は施工順
にまとめること

給水管は配水管の後にまとめること

（注）本舗装は別途測点順にまとめてもよい

④ 品質管理（測定・試験状況）

⑤ その他（公害対策・災害等・安全管理）

③ 施工状況・配管状況・出来形管理
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付録 付−２ 工事記録写真撮影要領 付録

61

撮影箇所一覧表

61

（変更）

撮影項目 撮影頻度[時期] 摘要

着工前 測点毎

完成 測点毎

目地切断 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

舗装版取り壊し状況（厚さ確認） 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

掘削状況（機械又は人力） 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

掘削深さ及び幅 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

土留め工の状況 実施箇所

管の吊込み状況 測点毎

土被り及び布設位置（官民境界から

の距離）
測点毎・配管変化点毎 箱尺・テープ等をあてる。

管明示テープの状況 測点毎

ポリエチレンスリーブ被覆状況 測点毎

管の接合状況（継手チェック） 口径・管種毎
仕切弁、消火栓のポリエチレンスリーブ被覆状況 実施箇所

BOX設置状況（基礎砕石を含む） 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。
既設管との連絡配管状況（ポリスリーブ被覆前） 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

切管の寸法確認 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

挿し口加工状況（チェックゲージによる溝深さ
及び端面から溝まで距離の確認、バリ取り）

実施箇所

分水栓取付け 実施箇所

削孔後の処置（鉄粉除去状況） 実施箇所

コア挿入 実施箇所

防食フィルムの被覆状況 実施箇所

給水管の布設状況 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

埋戻し状況、転圧状況、各層の厚さ 測点毎、転圧毎（給水管布設10か所毎に１か所、10か所以下は１か所） 箱尺・テープ等をあてる。

埋設シート状況 測点毎

現場密度試験状況 １箇所

転圧状況・敷均し厚 測点毎、転圧毎（給水管布設10か所毎に１か所、10か所以下は１か所） 箱尺・テープ等をあてる。

現場密度試験状況 上層・下層１箇所

仮舗装工 転圧状況・敷均し厚・復旧後の状況 測点毎（給水管布設10か所毎に１か所、10か所以下は１か所） 箱尺・テープ等をあてる。

影響目地 影響幅・近接する絶縁線までの距離 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

すき取り工 施工状況・すき取り厚 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。
施工状況（乳剤散布・温度管理・転圧） 測点毎

仕上り厚（コア採取状況・コア厚さ） １箇所

区画線・路面標示 実施箇所

既設管撤去状況 実施箇所

モルタル充填（形式撤去） 実施箇所

配筋間隔・型枠設置状況 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

形状・寸法・コンクリート打設状況 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

鋼材防護・特殊押輪等の取付け状況 実施箇所

溶接 溶接部の検査状況 実施箇所

実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

各種標識類の設置状況 実施箇所

各種保安施設の設置状況 実施箇所

保安要員等交通整理状況 実施箇所

安全訓練の実施状況 実施箇所

残土処理 残土搬出状況、残土処分状況 実施箇所

洗管状況 ポリピック挿入・取出し 実施箇所

水圧試験 試験状況（開始及び終了時） 実施箇所 水圧計・時計を並列し撮影する。

段階確認 確認・立会実施状況 実施箇所

その他埋設物 他埋設物・支障物件の位置・処理状況 施工箇所 箱尺・テープ等をあてる。

環境及び公害対策 対策状況 施工箇所 箱尺・テープ等をあてる。

現場環境の整備 仮設トイレ・作業員休憩所設置状況 実施箇所毎

災害及び事故 災害及び事故が発生した場合の状況 その都度

補償関係 被害又は損害状況等 その都度

撮影箇所一覧表

埋戻し工

その他

区分

着工前・完成 着工前と完成の現場の状況を同一箇

所で同一方向から撮影する。

材料検収・保管状況

土工

管保護

施工状況

安全管理安全管理

路盤工

本舗装工

撤去

切管

布設工

給水管切替工

撮影箇所 撮影頻度[時期] 摘 要

着工前・完成 着工前 測点毎

完成 測点毎

使用材料 材料検収・保管状況 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

施工状況 施工状況全体
管吊り込み状況

(規制等の施工状況全景を撮影する)
測点毎 黒板不要

図面との不一致 図面と現地との不一致の写真 必要に応じて 工事打合簿に添付する。

土工 目地切断 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

舗装版取り壊し状況（厚さ確認） 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

掘削状況（機械又は人力） 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

掘削深さ及び幅 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

土留め工の状況 実施箇所

布設工 管の吊込み状況 測点毎

土被り及び布設位置

(官民境界からの距離)

測点毎

配管変化点毎
箱尺・テープ等をあてる。

管明示テープの状況 測点毎

ポリエチレンスリーブ被覆状況 測点毎

管の接合状況（継手チェック） 口径・管種毎

仕切弁、消火栓のポリエチレン被覆状況 実施箇所

ＢＯＸ設置状況（基礎砕石を含む） 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

既設管との連絡配管状況（ポリスリーブ被覆前） 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

切管 切管の寸法確認 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

挿し口加工状況（チェックゲージによる溝深さ及び端

面から溝までの距離確認、バリ取り）
口径・管種毎

給水切替工 分水栓取付け 実施箇所

削孔後の処置（鉄粉除去状況） 実施箇所

コア挿入 実施箇所

防食フィルムの被覆状況 実施箇所
給水管の布設状況

(土被り、布設位置、量水器ボックスとの位置関係）
実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

埋戻し工 埋戻し状況、転圧状況、各層の厚さ
測点毎、転圧等（給水管布設10か所

毎に１か所、10か所以下は１か所）
箱尺・テープ等をあてる。

埋設シート状況 測点毎

路盤工 転圧状況・敷均し厚
測点毎、転圧等（給水管布設10か所

毎に１か所、10か所以下は１か所）
箱尺・テープ等をあてる。

仮舗装工 転圧状況・敷均し厚・復旧後の状況
測点毎（給水管布設10か所毎に１か

所、10か所以下は１か所）
箱尺・テープ等をあてる。

影響目地 影響幅・接近する絶縁線までの距離 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

すき取り工 施工状況・すき取り厚 測点毎 箱尺・テープ等をあてる。

施工状況（乳剤散布・温度管理・転圧） 測点毎

不陸整正工 施工状況 測点毎

本舗装工 施工状況（乳剤散布・温度管理・転圧） 測点毎

仕上り厚（コア採取状況・コア厚さ） １箇所

区画線・路面標示 実施箇所

撤去 既設管撤去状況 実施箇所 (既設管切替時、撤去時）

モルタル充填（形式撤去） 実施箇所

管保護 配筋間隔・型枠設置状況 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

計上・寸法・コンクリート打設状況 実施箇所 箱尺・テープ等をあてる。

鋼材防護・特殊押輪等の取付け状況 実施箇所

溶接 溶接部の検査状況 実施箇所
その他

施工中の写真

工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工して

いることが確認できるもの
適宜

品質管理 埋戻し工 現場密度試験状況 土質毎に１回

（測定・試験状況） 路盤工 現場密度試験状況 各種路盤毎に１回

段階確認 確認・立会実施状況 実施箇所

施工状況把握 確認・立会実施状況 実施箇所

(水圧試験) 試験状況（開始及び終了時） 実施箇所 水圧計・時計を並列し撮影する。

(洗管状況) ポリピック挿入・取出し 実施箇所

その他 安全管理 各種標識類の設置状況 各種類毎に１回 設置後

各種保安施設の設置状況 各種類毎に１回 設置後

保安要員等交通整理状況 実施箇所 作業中

安全訓練の実施状況 実施毎に１回 実施中

残土処理 残土搬出状況、残土処分状況 実施箇所

その他埋設物 他埋設物・支障物件の位置・処理状況 施工箇所 箱尺・テープ等をあてる。

環境及び公害対策 対策状況 施工箇所 箱尺・テープ等をあてる。

現場環境の整備 仮設トイレ・作業員休憩所設置状況 実施箇所毎

災害及び事故 災害及び事故が発生した場合の状況 その都度

補償関係 被害又は損害状況等 その都度

撮影箇所一覧表
区 分

着工前と完成の現場の状況を同一箇所で同一方向から

撮影する。
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【主な変更点】

区分 / 施工状況

 ― （新規）施工状況全体
     撮影箇所 / 管吊り込み状況(規制等の施工状況全景を撮影する)

     撮影頻度 / 測点毎

      適 用   / 黒板不要

 ― （新規）図面との不一致

61 61
     撮影箇所 / 図面と現地との不一致の写真

     撮影頻度 / 必要に応じて

      適 用   / 工事打合簿に添付する。

切管 （撮影頻度 変更）切管
 撮影箇所 / 挿し口加工状況（チェックゲージによる溝深さ及び端面から

           溝までの距離確認、バリ取り）

 撮影箇所 / 挿し口加工状況（チェックゲージによる溝深さ及び端面から

         溝までの距離確認、バリ取り）
 撮影頻度 / 実施箇所  撮影頻度 / 口径・管種毎

給水管切替工 （撮影箇所 追加）給水管切替工
  撮影箇所 / 給水管の布設状況  撮影箇所 / 給水管の布設状況(土被り、布設位置、量水器ボックスとの

位置関係）

 ― （新規）不陸整正工
     撮影箇所 / 施工状況

     撮影頻度 / 測点毎

撤去 （適用 追加）撤去
 撮影箇所 / 既設管撤去状況      撮影箇所 / 既設管撤去状況

      適 用 / (既設管切替時、撤去時）

（新規）その他 施工中の写真
 撮影箇所 / 工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していること

         が確認できるもの

 撮影頻度 / 適宜

 ― （区分追加）品質管理（測定・試験状況）



令和5年度版

頁番号
令和5年6月1日

令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

鳥取市水道局管布設設計基準

区分 / 施工状況 （区分変更）区分 / 品質管理
  （区分）    /    （撮影箇所）     /  （撮影頻度）

埋戻し工      / 現場密度試験状況      / １箇所

路盤工       / 現場密度試験状況      / 上層・下層１箇所

  （区分）    /    （撮影箇所）     /  （撮影頻度）

埋戻し工      / 現場密度試験状況      / 土質毎に１回（変更）

路盤工       / 現場密度試験状況      / 各種路盤毎に１回（変更）

施工状況把握（新規）/ 確認・立会実施状況（新規） / 実施箇所（新規）

区分 / その他 区分 / その他

61

  （区分）    /    （撮影箇所）     /  （撮影頻度）

安全管理      / 各種標識類の設置状況    / 実施箇所

安全管理      / 種保安施設の設置状況    / 実施箇所

安全管理      / 安全訓練の実施状況     / 実施箇所

61

  （区分）    /    （撮影箇所）     /  （撮影頻度）

安全管理      / 各種標識類の設置状況    / 各種類毎に１回（変更）

安全管理      / 種保安施設の設置状況    / 各種類毎に１回（変更）

安全管理      / 安全訓練の実施状況     / 実施毎に１回（変更）

  （区分）    /    （撮影箇所）     /  （撮影頻度）

埋戻し工      / 現場密度試験状況      / １箇所

路盤工       / 現場密度試験状況      / 上層・下層１箇所

安全管理      / 各種標識類の設置状況    / 実施箇所

安全管理      / 種保安施設の設置状況    / 実施箇所

安全管理      / 安全訓練の実施状況     / 実施箇所

  （区分）    /    （撮影箇所）     /  （撮影頻度）

埋戻し工      / 現場密度試験状況      / 土質毎に１回（変更）

路盤工       / 現場密度試験状況      / 各種路盤毎に１回（変更）

施工状況把握（新規） / 確認・立会実施状況（新規）   / 実施箇所（新規）

安全管理      / 各種標識類の設置状況    / 各種類毎に１回（変更）

安全管理      / 種保安施設の設置状況    / 各種類毎に１回（変更）

安全管理      / 安全訓練の実施状況     / 実施毎に１回（変更）



令和5年度版

頁番号
令和5年6月1日

令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

鳥取市水道局管布設設計基準

付録 付−３ 工事完成図作成要領 付録

５ 図面の構成

 -７ 作図上の表示 （変更）

65

(8) 複写図面に着色する場合は次のとおりとする。

     新設管            ～ 赤

     既設管            ～ 青

     撤去管・廃止管    ～ 黄

65

(8) 複写図面に着色する場合は次のとおりとする。

     新設管            ～ 赤

     既設管            ～ 青

     撤去管・廃止管    ～ 橙

65

(9) 管材等を引出線により表示する場合は、形式、管の種類、呼び径、有効

⾧、数量等を記載すること。
例）◆ダクタイル鋳鉄管◆

直管  ： ＧＸ 直管 φ１００×４０００−３

           形式   管の種類  呼び径×有効⾧   数量

異形管 ： ＧＸ 曲管 φ１００×４５°−２

                            呼び径×曲管角度

        ： ＧＸ 丁字管 φ１５０×φ１００−１

                          本管呼び径×枝管呼び径

   ： ＧＸ 受挿片落管 φ１００×φ７５−１

                               大管呼び径×小管呼び径

切管  ： ＧＸ−Ｋ 甲切管 φ１００×１２００−１

         受け口形式×挿し口形式      呼び径×有効⾧

◆水道配水用ポリエチレンパイプ◆

直管  ： ＨＰＰＥ 直管 φ５０×５０００−８

     ベンド ： ＨＰＰＥ ベンド φ５０×９０°−１

65

（変更）

(9) 管材等を引出線により表示する場合は、形式、管の種類、呼び径、有効

⾧、数量等を記載すること。
例）◆ダクタイル鋳鉄管◆

直管  ： ＧＸ 直管 φ１００×４０００−３

           形式   管の種類  呼び径×有効⾧   数量

異形管 ： ＧＸ 曲管 φ１００×４５°−２

                            呼び径×曲管角度

        ： ＧＸ Ｔ字管 φ１５０×φ１００−１

                          本管呼び径×枝管呼び径

   ： ＧＸ 受挿片落管 φ１００×φ７５−１

                               大管呼び径×小管呼び径

切管  ： ＧＸ−Ｋ 甲切管 φ１００×１２００−１

         受け口形式×挿し口形式      呼び径×有効⾧

◆水道配水用ポリエチレンパイプ◆

直管  ： ＨＰＰＥ 直管 φ５０×５０５０−８

     ベンド ： ＨＰＰＥ ベンド φ５０×９０°−１

付録 付−４ 管埋設管理図作成要領 付録 （変更）

68

３ 作成方法
(13)図面は原則としてカラーとし、着色は次の通りとする。

    ア  新設管            ～ 赤

    イ  既設管            ～ 青

    ウ  撤去管・廃止管    ～ 茶

    エ  水平距離基準線     ～ 緑

68

３ 作成方法
(13)図面は原則としてカラーとし、着色は次の通りとする。

    ア  新設管            ～ 赤

    イ  既設管            ～ 青

    ウ  撤去管・廃止管    ～ 橙

    エ  水平距離基準線     ～ 緑



令和5年度版

頁番号
令和5年6月1日

令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

工事関係書式集
工事関係書式集 提出書類一覧表 工事関係書式集

96 96

97 97

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

1 契約書 契約時 執行規則 第5条 〇 〇 〇 □ □

2 契約保証証書 契約時 請負代金額130万以上
執行規則 第8条

契約約款 第4条
〇 〇 〇 □ □

3 前払保証証書 契約時 請負代金額130万円以上、前払金を請求する場合
執行規則 第60条

契約約款 第34条
〇 〇 〇 □ □

4 工事請負前払請求書 契約時 請負代金額130万円以上、前払金を請求する場合
執行規則 第61条

契約約款 第34条
鳥水標-1 〇 〇 〇 □ □

5 口座振込依頼書 契約時
請負代金又は前払金振込口座を指定する場合

（新規又は変更）
鳥水標-2 〇 〇 〇 □ □

6 工程表
契約締結後

７日以内

執行規則 第25条

契約約款 第3条
〇 〇 〇 □ □

7
建設業退職金共済証紙

購入状況報告書

契約締結日から

１ヶ月以内
建設業退職金共済制度に該当する場合

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-41
鳥水標-3 〇 〇 〇 □ □

8 現場代理人選任通知書 契約時
保険証、資格証明書（土木施工管理技士）の写

しを添付

執行規則 第32条

契約約款 第10条
鳥水標-4 〇 〇 〇 □ □

9 権限通知書 契約時 代表者を現場代理人に選任する場合
執行規則 第31条

契約約款 第10条
鳥水標-5 〇 〇 〇 □ □

10
主任技術者等選任通知

書
契約時

保険証、資格証明書（土木施工管理技士）の写

しを添付

執行規則 第31条

契約約款 第10条
鳥水標-6 〇 〇 〇 □ □

11 分別解体等説明書
工事着手の

７日前まで

建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法

律の対象建設工事の場合

建設リサイクル法

第12条
鳥水標-7 〇 × × □ □

12 工期延期願 随時
執行規則 第41条

契約約款 第21条
鳥水標-8 〇 〇 〇 □ □

13
工事出来形部分等確認

願
随時

執行規約 第66条

契約約款 第37条
鳥水標-9 〇 〇 〇 □ □

14 完成図
工事

完成時
2部提出、別途電子媒体も提出 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

15 管埋設管理図
工事

完成時
2部提出、別途電子媒体も提出 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

16 工事写真
工事

完成時
別冊可、別途電子媒体も提出 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

契約担当

書類の位置づけ

契

約

関

係

書

類

提出

監督員

完

成

図

書

提出

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

17
施工管理関係書類

（品質管理）
工事完成時 管継手チェックシート等 〇 〇 〇 □ □

完成時に道路管理者等から求められる書類作成 〇 〇 〇 □ □

上記以外  水道工事施工管理基準

      土木工事施工管理基準
〇 × × □ □

18
施工管理関係書類

（出来形管理）
工事完成時

使用材料集計一覧表、材料伝票（出来形で確認

出来ないCo、As、管材料等以外の二次製品）
〇 × × □ □

使用材料集計一覧表、出来形管理写真（設計値

と実測値の対比）
〇 〇 〇 □ □

上記以外  水道工事施工管理基準

      土木工事施工管理基準
〇 × × □ □

19 段階確認報告書 随時
県土木工事共通仕様書

第3編第1章第1節1-1-5
鳥水標-11 〇 × × □ □

20 段階確認記録書 随時
県土木工事共通仕様書

第3編第1章第1節1-1-5
鳥水標-12 〇 × × □ □

21 工事打合せ簿 随時
県土木工事共通仕様書

第3編第1章第1節1-1-5
鳥水標-13 〇 〇 〇 □ □

22
事前調査結果報告書

(工事打合せ簿(報告))

契約書に定める工事

始期日以降30日以内
鳥水標-26 〇 〇 〇 □ □

23
接触・切断等事故防止対策

計画書

(工事打合せ簿(提出))

工事着手の

7日前まで
鳥水標-27 〇 〇 〇 □ □

工事材料使用承諾 願

(工事打合せ簿(承諾))

工事着手前

追加時適時

JIS,JWWA,鳥取市水道局承認材料：JIS,JWWA番

号、鳥取市水道局承認番号を記載

県土木工事共通仕様書

第2編第2節
〇 〇 〇 □ □

鳥取県事前承諾材料（アスファルトなど）：鳥

取県事前承諾番号を記載

アスファルト混合物事

前承諾取扱要領
〇 〇 〇 □ □

その他材料：製品カタログ等を添付 〇 〇 〇 □ □

25 施工計画書 工事着手前
県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-4
〇 〇 〇 □ □

1 工事概要 〇 〇 〇 □ □

2 計画工程表 〇 〇 〇 □ □

水道工事施工管理基準

土木工事施工管理基準

水道工事施工管理基準

土木工事施工管理基準

完

成

図

書

提出 監督員

鳥水標-1024

書類の位置づけ

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

1 契約書 契約時 執行規則 第5条 〇 〇 〇 □ □

2 契約保証証書 契約時 請負代金額130万以上
執行規則 第8条

契約約款 第4条
〇 〇 〇 □ □

3 前払保証証書 契約時
請負代金額130万円以上、前払金を

請求する場合

執行規則 第60条

契約約款 第34条
〇 〇 〇 □ □

4 工事請負前払請求書 契約時
請負代金額130万円以上、前払金を

請求する場合

執行規則 第61条

契約約款 第34条
鳥水標-1 〇 〇 〇 □ □

5 口座振込依頼書 契約時
請負代金又は前払金振込口座を指定

する場合（新規又は変更）
鳥水標-2 〇 〇 〇 □ □

6 工程表
契約締結後

７日以内

執行規則 第25条

契約約款 第3条
〇 〇 〇 □ □

7
建設業退職金共済証

紙購入状況報告書

契約締結日から

１ヶ月以内

建設業退職金共済制度に該当する場

合
県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-41
鳥水標-3 〇 〇 〇 □ □

8
現場代理人選任通知

書
契約時

保険証、資格証明書（土木施工管理

技士）の写しを添付

執行規則 第32条

契約約款 第10条
鳥水標-4 〇 〇 〇 □ □

9 権限通知書 契約時 代表者を現場代理人に選任する場合
執行規則 第31条

契約約款 第10条
鳥水標-5 〇 〇 〇 □ □

10
主任技術者等選任通

知書
契約時

保険証、資格証明書（土木施工管理

技士）の写しを添付

執行規則 第31条

契約約款 第10条
鳥水標-6 〇 〇 〇 □ □

11 分別解体等説明書
工事着手の

７日前まで

建設工事に係る資材の再生資源化等

に関する法律の対象建設工事の場合

建設リサイクル法

第12条
鳥水標-7 〇 × × □ □

12 工期延期願 随時
執行規則 第41条

契約約款 第21条
鳥水標-8 〇 〇 〇 □ □

13
工事出来形部分等確

認願
随時

執行規約 第66条

契約約款 第37条
鳥水標-9 〇 〇 〇 □ □

14 事前調査結果報告書
契約書に定める工事

始期日以降30日以内
鳥水標-27 〇 〇 〇 □ □

15
接触・切断等事故防止対策

計画書（施工計画時）

工事着手の

7日前まで
鳥水標-28 〇 〇 〇 □ □

16 完成図
工事

完成時
2部提出、別途PDFデータも提出 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

17 管埋設管理図
工事

完成時
2部提出、別途PDFデータも提出 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

契約担当

書類の位置づけ

契

約

関

係

書

類

提出

完

成

図

書

提出 監督員

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

18 工事写真
工事

完成時
別冊可 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

19 工事材料使用届
工事着手前

追加時適時
JIS,JWWA,鳥取市水道局承認材料 県土木工事共通仕様書

第2編第2節
鳥水標-10 〇 〇 〇 □ □

工事材料使用承諾願
工事着手前

追加時適時
県土木工事共通仕様書

第2編第2節
鳥水標-11 〇 〇 〇 □ □

〇 〇 〇 □ □

アスファルト混合物使用届 〇 〇 〇 □ □

アスファルト混合物報告書 〇 〇 〇 □ □

〇 × × □ □

管継手チェックシート等 〇 〇 〇 □ □

完成時に道路管理者等から求められ

る書類のみ作成
〇 〇 □ □

使用材料集計一覧表、材料伝票（出来形で確認
出来ないCo、As、管材料等以外の二次製品）

水道工事標準仕様書

土木工事施工管理基準
〇 × × □ □

使用材料集計一覧表、出来形管理写真（設計値
と実測値の対比） 〇 〇 〇 □ □

23 段階確認報告書 随時
県土木工事共通仕様書
第3編第1章第1節1-1-5

鳥水標-12 〇 × × □ □

24 段階確認記録書 随時
県土木工事共通仕様書
第3編第1章第1節1-1-5

鳥水標-13 〇 × × □ □

25 工事打合せ簿 随時 県土木工事共通仕様書
第3編第1章第1節1-1-5

鳥水標-14 〇 〇 〇 □ □

施工計画書 工事着手前 県土木工事共通仕様書
第1編第1章第1節1-1-4 〇 〇 〇 □ □

〇 〇 〇 □ □

〇 〇 〇 □ □

書類の位置づけ

水道工事標準仕様書

土木工事施工管理基準
21

施工管理関係書類

（品質管理）

アスファルト混合物使用承諾証明書の写し

県ハンドブックP.5-7

20

1 工事概要

2 計画工程表

26

工事完成時

22
施工管理関係書類

（出来形管理）
工事完成時

完

成

図

書

提出 監督員



令和5年度版

頁番号
令和5年6月1日

令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

98 98

99 99

100 100

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

45
マニュフェスト伝票

（D、E票）
工事完成時 提示 監督員

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-19
提示 提示 提示 □ □

46
使用材料の品質証明書

類
工事完成時 提出 監督員

使用材料の品質を証明する試験成績表・性能試

験結果・ミルシート等の品質規格証明書、JIS

マーク表示状態を示す写真等

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-24
提示 提示 × □ □

47 再資源化等報告書 工事完成時 提出 監督員
建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法

律の対象建設工事の場合

建設リサイクル法

第18条
鳥水標-19 〇 × × □ □

48
建設業退職金共済証紙

使用実績報告書
工事完成時 提出 契約担当

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-41
鳥水標-20 〇 〇 〇 □ □

49 工事完成通知書 工事完成時 契約約款 第31条 鳥水標-21 〇 〇 〇 □ □

50 引渡書 工事完成検査後
執行規則 第51条

契約約款 第31条
鳥水標-22 〇 〇 〇 □ □

51 工事請負金請求書 工事完成検査後
執行規則 第55条

契約約款 第32条
鳥水標-23 〇 〇 〇 □ □

52 契約保証金払戻請求書 工事完成検査後 契約保証が現金納付の場合 鳥水標-24 〇 〇 〇 □ □

53 保証書に係る受領書 工事完成検査後 契約保証が銀行等の保証の場合 契約約款 第32条 鳥水標-25 〇 〇 〇 □ □

提出 契約担当

契

約

関

係

書

類

監

督

員

確

認

書

類

書類の位置づけ

〇 〇 × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

〇 ※1 ※1 □ □

〇 ※1 ※1 □ □

〇 〇 〇 □ □

〇 〇 〇 □ □

〇 〇 〇 □ □

〇 〇 × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

再生資源利用計画

①土砂1,000㎥以上②砕石500t以上③加熱アスファルト

混合物200t以上を搬入する工事

再生資源利用促進計画

①建設発生土1,000㎥以上②As殻・Co殻・建設発生木材

合計200t以上を搬出する工事

建設副産物

活用実施要領
〇

数量的に

適用外

数量的に

適用外
□ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

施工計画に大きく影響する当初計画からの施工

方法の追加、施工管理点数の追加などある場合
〇 〇 ×

26 工事履行報告書
工事着手後

毎月10日まで
契約約款 第11条 鳥水標-14 〇 〇 × □ □

27 安全管理関係書類 工事完成時
KY、安全日誌、新規入場者教育

安全教育訓練、安全パトロール
〇 提示 × □ □

14 再生資源の利用促進と建設副産物の適正

処理方法

15 その他

変更施工計画書

25

5 主要船舶・機械

6 主要資材

監督員

12 環境対策

13 現場作業環境の整備

完

成

図

書

提出

7 施工方法

8 施工管理計画

3 現場組織表

4 指定機械

9 安全管理

10 緊急時の体制及び対応

11 交通管理

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

〇 〇 × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

〇 ※1 ※1 □ □

〇 ※1 ※1 □ □

〇 〇 〇 □ □

〇 〇 〇 □ □

〇 〇 〇 □ □

〇 〇 × □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

再生資源利用計画
①土砂1,000㎥以上②砕石500t以上③加熱アス
ファルト混合物200t以上を搬入する工事
再生資源利用促進計画
①建設発生土1,000㎥以上②As殻・Co殻・建設
発生木材合計200t以上を搬出する工事

建設副産物

活用実施要領
〇 数量的に適用外 数量的に適用外 □ □

当初請負金額1,500万円未満は不要 〇 × × □ □

〇 〇 ×

27 工事履行報告書
工事着手後

毎月10日まで
契約約款 第11条 鳥水標-15 〇 〇 × □ □

28 安全管理関係書類 工事完成時
KY、安全日誌、新規入場者教育

安全教育訓練、安全パトロール
〇 提示 × □ □

5 主要船舶・機械

6 主要資材

7 施工方法

8 施工管理計画

書類の位置づけ

完

成

図

書

提出 監督員

3 現場組織表

4 指定機械

9 安全管理

10 緊急時の体制及び対応

11 交通管理

12 環境対策

13 現場作業環境の整備

14 再生資源の利用促進と建設副産物

の適正処理方法

15 その他

※変更施工計画書（施工計画に大きく影響する当初
計画からの施工方法の追加、施工管理点数の追加な
どある場合）

26

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

29 工事中の事故報告書 適時 県土木工事共通仕様書
第1編第1章第1節1-1-30

鳥水標-16 〇 〇 〇 □ □

30 再生資源利用実施書 工事完成時 再生資源利用計画が提出された場合
建設副産物

活用実施要領
〇 数量的に適用外 数量的に適用外 □ □

31 再生資源利用促進実施書 工事完成時
再生資源利用促進計画が提出された

場合

建設副産物

活用実施要領
〇 数量的に適用外 数量的に適用外 □ □

32 マニフェスト伝票の集計表 工事完成時
産業廃棄物処理委託契約書（写）

産業廃棄物収集運搬業許可書（写）添付
県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-19 〇 〇 提示 □ □

33
資源利用センター等

の伝票の集計表
工事完成時 県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-19 〇 〇 提示 □ □

34
休日・夜間における

作業届書
適時 県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-37
鳥水標-17 〇 〇 〇 □ □

35 施工体制台帳 下請負締約締結の日の翌日から

起算して20日以内

施工体系図の現場掲示

下請負人との契約を締結する全ての場合

建設業法

第24条の7第1項
〇 〇 〇 □ □

36 施工体系図 下請負締約締結の日の翌日から

起算して20日以内

建設業法

第24条の7第1項
〇 〇 〇 □ □

37 再下請通知書 下請負締約締結の日の翌日から

起算して20日以内

建設業法

第24条の7第2項
〇 〇 〇 □ □

38
下請契約遵守事項報

告書
下請負締約締結の日の翌日から

起算して20日以内

鳥取県建設工事における

下請契約等適正化指針
〇 〇 〇 □ □

39 工事週報綴 工事完成時 鳥水標-18 〇 〇 × □ □

40 完成図（電子媒体） 工事完成時 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

41 工事写真（電子媒体） 工事完成時 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

42 断水工事チェックシート
断水工事の７日

前まで
提出 監督員 緊急時は除く 水道工事標準仕様書 鳥水標-19 〇 〇 〇 □ □

43
工事実績情報サービス

（CORINS）の登録（変更、竣工

含）内容確認書

契約締結（変更）日、
工事完成後土・日・祝
日等を除き10日以内

監督員 工事請負代金額500万円以上の建設工事
県土木工事共通仕様書
第1編第1章第1節1-1-5 提示 × × □ □

44 マニュフェスト伝票（D、E票） 工事完成時 県土木工事共通仕様書
第1編第1章第1節1-1-19 提示 提示 提示 □ □

45
使用材料の品質を証明する試験成績表・

性能試験結果・ミルシート等の品質規格

証明書、JISマーク表示状態を示す写真等
工事完成時 提示 提示 × □ □

提示

監

督

員

確

認

書

類

完

成

図

書

提出 監督員

書類の位置づけ

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

46 再資源化等報告書 工事完成時 提出 監督員
建設工事に係る資材の再生資源化等

に関する法律の対象建設工事の場合

建設リサイクル法

第18条
鳥水標-20 〇 × × □ □

47
建設業退職金共済証

紙使用実績報告書
工事完成時 提出 契約担当 県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-41
鳥水標-21 〇 〇 〇 □ □

48 工事完成通知書 工事完成時 契約約款 第31条 鳥水標-22 〇 〇 〇 □ □

49 引渡書 工事完成検査後
執行規則 第51条

契約約款 第31条
鳥水標-23 〇 〇 〇 □ □

50 工事請負金請求書 工事完成検査後
執行規則 第55条

契約約款 第32条
鳥水標-24 〇 〇 〇 □ □

51 契約保証金払戻請求書 工事完成検査後 契約保証が現金納付の場合 鳥水標-25 〇 〇 〇 □ □

52 保証書に係る受領書 工事完成検査後 契約保証が銀行等の保証の場合 契約約款 第32条 鳥水標-26 〇 〇 〇 □ □

書類の位置づけ

提出 契約担当

契

約

関

係

書

類

番号 書類名 提出時期 提出先 備考 関係法令等 書式 標準工事 500万円未満

随契工事

または

130万円未満

受注者

チェック

発注者

チェック

28 工事中の事故報告書 適時
県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-30
鳥水標-15 〇 〇 〇 □ □

29 再生資源利用実施書 工事完成時 再生資源利用計画が提出された場合
建設副産物

活用実施要領
〇

数量的に

適用外

数量的に

適用外
□ □

30 再生資源利用促進実施書 工事完成時 再生資源利用促進計画が提出された場合
建設副産物

活用実施要領
〇

数量的に

適用外

数量的に

適用外
□ □

31 マニフェスト伝票の集計表 工事完成時
産業廃棄物処理委託契約書（写）

産業廃棄物収集運搬業許可書（写）添付

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-19
〇 〇 提示 □ □

32
資源利用センター等の

伝票の集計表
工事完成時

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-19
〇 〇 提示 □ □

33
休日・夜間における作

業届書
適時

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-37
鳥水標-16 〇 〇 〇 □ □

34 施工体制台帳
下請負締約締結の日の翌

日から起算して20日以内

施工体系図の現場掲示

下請負人との契約を締結する全ての場合

建設業法

第24条の7第1項
〇 〇 〇 □ □

35 施工体系図
下請負締約締結の日の翌

日から起算して20日以内

建設業法

第24条の7第1項
〇 〇 〇 □ □

36 再下請通知書
下請負締約締結の日の翌

日から起算して20日以内

建設業法

第24条の7第2項
〇 〇 〇 □ □

37
下請契約遵守事項報告

書

下請負締約締結の日の翌

日から起算して20日以内

鳥取県建設工事におけ

る下請契約等適正化指
〇 〇 〇 □ □

38 工事週報綴 工事完成時 鳥水標-17 〇 〇 × □ □

39 完成図（電子媒体） 工事完成時 PDFデータ及びCADデータ 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

40 工事写真（電子媒体） 工事完成時 PDFデータ及び写真データ(Excel等) 水道工事標準仕様書 〇 〇 〇 □ □

41 断水工事チェックシート
断水工事の７日前ま

で
緊急時は除く 水道工事標準仕様書 鳥水標-18 〇 〇 〇 □ □

42
路上工事抑制期間中の

現場管理体制

路上工事抑制期間の

10日前まで

看板設置前、又は現場作業が完了し看板を撤去

している場合は不要。
水道工事標準仕様書 鳥水標-28 〇 〇 〇 □ □

43
工事実績情報サービス

（CORINS）の登録（変

更、竣工含）内容確認書

契約締結（変更）日、工

事完成後土・日・祝日等

を除き10日以内

工事請負代金額500万円以上の建設工事
県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-1-5
提示 × × □ □

44
関係機関協議資料

（許可後の資料）
工事完成時 監督員から請求があった場合は提示する。

県土木工事共通仕様書

第1編第1章第1節1-36-3
提示 提示 提示 □ □

書類の位置づけ

完

成

図

書

提出 監督員

監

督

員

確

認

書

類

提出

監督員

提示



令和5年度版

頁番号
令和5年6月1日

令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

【主な変更点】

19.工事材料使用届 （廃止）

20.工事材料使用承諾願 （変更）工事材料使用承諾(工事打合せ簿(承諾))

― 【鳥水標様式第10号】使用材料一覧表への承認番号等の記載

JIS,JWWA        ：JIS,JWWA番号

鳥取市水道局承認材料 ：鳥取市水道局承認番号

アスファルト     ：鳥取県事前承諾番号

40.完成図（電子媒体） （備考追記）PDFデータ及びCADデータ

41.工事写真（電子媒体） （備考追記）PDFデータ及び写真データ(Excel等)

― （新規）42.路上工事抑制期間中の現場管理体制

― （新規）関係機関協議資料（許可後の資料）

105

【鳥水標様式第5号】権限通知書

105

110 【鳥水標様式第10号】工事材料使用届 ― （削除）

111 【鳥水標様式第11号】工事材料使用承諾願 ― （削除）

96～100 96～100

  年  月  日付けで請負契約を締結した下記の工事について、自

己の有する権限のうち、次のものを現場代理人に委任せず自ら行使するので、契

約約款第１０条第４項により通知します。 

 

記 

 

工 事 名  

 

自らが行使する権限の内容 

(１又は２のいずれかを○で囲む) 

 

１ 契約約款第１０条第２項に定めるすべての

権限 

２ 次の権限(箇条書きすること) 

 

 

  年  月  日付けで請負契約を締結した下記の工事について、自

己の有する権限のうち、次のものを現場代理人に委任せず自ら行使するので、契

約約款第１０条第５項により通知します。 

 

記 

 

工 事 名  

 

自らが行使する権限の内容 

(１又は２のいずれかを○で囲む) 

 

１ 契約約款第１０条第３項に定めるすべての

権限 

２ 次の権限(箇条書きすること) 
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令和6年4月1日

112

【鳥水標様式第11号（別紙）】使用材料一覧表

110

（変更）【鳥水標様式第10号】使用材料一覧表

（削除）材料数量

（追加）JIS・JWWA番号・鳥取県事前承諾番号・鳥取市水道局承認番号

113
【鳥水標様式第12号】段階確認報告書

111
【鳥水標様式第11号】段階確認報告書

（様式番号変更）

114
【鳥水標様式第13号】段階確認記録書

112
【鳥水標様式第12号】段階確認記録書

（様式番号変更・一部追加）

 確認日の追加

115

【鳥水標様式第14号】工事打合せ簿

工期：令和 年 月から令和 年 月まで

受注者回答欄： 指示 承諾 協議 提出 受理

113

【鳥水標様式第13号】工事打合せ簿

（様式番号変更・一部変更）

 工期：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

 受注者回答欄： 報告 承諾 協議 提出 受理

116
【鳥水標様式第15号】工事履行報告書

114
【鳥水標様式第14号】工事履行報告書

（様式番号変更）

117
【鳥水標様式第16号】工事中の事故報告書

115
【鳥水標様式第15号】工事中の事故報告書

（様式番号変更）

使 用 材 料 一 覧 表

材料名 規格 製造会社
JIS・JWWA番号

鳥取県事前承諾番号
鳥取市水道局承認番号

納入業者

注)JIS・JWWA番号、鳥取県事前承諾番号、鳥取市水道局承認番号のないものは、構造図面、構造計算書、製品カタログ等添付のこと。

使 用 材 料 一 覧 表

材料名 規格 数量 製造会社 納入業者

注)構造図面、構造計算書、製品カタログ等添付のこと。
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118
【鳥水標様式第17号】休日・夜間における作業届書

116
【鳥水標様式第16号】休日・夜間における作業届書

（様式番号変更、連絡先追加）

119
【鳥水標様式第18号】工事週報綴

117
【鳥水標様式第17号】工事週報綴

（様式番号変更）

120
【鳥水標様式第19号】断水工事チェックシート

118
【鳥水標様式第18号】断水工事チェックシート

（様式番号変更）

121
【鳥水標様式第20号】再資源化等報告書

119
【鳥水標様式第19号】再資源化等報告書

（様式番号変更）

122
【鳥水標様式第21号】建設業退職金共済証紙使用実績報告書

120
【鳥水標様式第20号】建設業退職金共済証紙使用実績報告書

（様式番号変更）

123
【鳥水標様式第22号】工事完成通知書

121
【鳥水標様式第21号】工事完成通知書

（様式番号変更）

124
【鳥水標様式第23号】引渡書

122
【鳥水標様式第22号】引渡書

（様式番号変更）

125
【鳥水標様式第24号】工事請負金請求書

123
【鳥水標様式第23号】工事請負金請求書

（様式番号変更）

126
【鳥水標様式第25号】契約保証金払戻請求書

124
【鳥水標様式第24号】契約保証金払戻請求書

（様式番号変更）

127
【鳥水標様式第26号】保証書に係る受領書

125
【鳥水標様式第25号】保証書に係る受領書

（様式番号変更）

128
【鳥水標様式第27号】事前調査結果報告書

126
【鳥水標様式第26号】事前調査結果報告書

（様式番号変更）

129

【鳥水標様式第28号】接触・切断等事故防止対策計画書

チェック項目〔下記参照〕

5.設計図書に明示されているか

  設計図書【平面図 縦断図 構造図 仮設図 数量計算書 積算資料】

127

【鳥水標様式第27号】接触・切断等事故防止対策計画書

（様式番号変更・一部変更）
チェック項目〔下記参照〕

5.設計図書に明示されているか

  設計図書【平面図 縦横断図 構造図 仮設図 数量計算書 積算資料】

―
128

【鳥水標様式第28号】路上工事抑制期間中の現場管理体制

（新規）
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頁番号
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令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

鳥取市水道局管布設設計基準
管布設設計基準 ２ 設計 / ２．２ 管種 / ２ 管種の選定 管布設設計基準 ２ 設計 / ２．２ 管種 / ２ 管種の選定

131 130

（変更）

131
②給水用及び配水用ポリエチレン管の使用圧力が0.75MPaを越える場合は、他

の管種を使用すること。(φ50：ダクタイル鋳鉄管Ｓ50形、φ75、φ100：ダ

クタイル鋳鉄管ＧＸ形)

130

（一部追加）

②給水用及び配水用ポリエチレン管の使用圧力が0.75MPaを越える場合は、他

の管種を使用すること。(φ50：ダクタイル鋳鉄管Ｓ50形、φ75、φ100、φ

150：ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形)

③掘削断面内に湧水が認められる場合は、原則、配水用ポリエチレン管を使用

してはならない。

（削除）

   （１.４.４ １-(13)に記載があるため）

呼び径 管種

～φ40 水道給水用ポリエチレン管（１種軟質二層管）

φ50 水道配水用ポリエチレン管

ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形（１種、内面粉体塗装）

水道配水用ポリエチレン管

φ200 ～φ400 ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形（１種、内面粉体塗装）

φ450～φ1000 ダクタイル鋳鉄管ＮＳ形（１種、内面粉体塗装）

ダクタイル鋳鉄管Ｓ形（１種、内面粉体塗装）

ダクタイル鋳鉄管ＵＦ形（ＰＥ種、内面粉体塗装）
φ1100～

表－１　管種標準選定

φ75～φ150

呼び径 管種

～φ40 水道給水用ポリエチレン管（１種軟質二層管）

φ50～φ75 水道配水用ポリエチレン管

ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形（１種、内面粉体塗装）

水道配水用ポリエチレン管

φ150～φ400 ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形（１種、内面粉体塗装）

φ450～φ1000 ダクタイル鋳鉄管ＮＳ形（１種、内面粉体塗装）

ダクタイル鋳鉄管Ｓ形（１種、内面粉体塗装）

ダクタイル鋳鉄管ＵＦ形（ＰＥ種、内面粉体塗装）

φ100

φ1100～

表－１　管種標準選定



令和5年度版

頁番号
令和5年6月1日

令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

管布設設計基準 ２ 設計 / ２．５ 管種 / １ 導、送、配水管路 管布設設計基準

(５)既設管との接続方法

 ①Ａ・Ｋ・Ｔ形管路との接続 （変更）①Ａ・Ｋ・Ｔ形管路との接続
 ・既設管との接続付近には、耐震管路に仕切弁を設置する。 ・非耐震管との接続付近には、状況を加味して耐震管側に仕切弁を設置する。

 ④分岐配水管との接続方法の基本 （変更）④分岐配水管との接続方法の基本
 ・ダクタイル鋳鉄管を布設する場合、分岐仕切弁までＧＸ・ＮＳ形管路とする。 ・呼び径200mm以上のダクタイル鋳鉄管又は鋼管から分岐する場合、分岐仕切弁まで

ＧＸ・ＮＳ形管路とする。

140

 図-18

139

（図題名追加）

(６）配水管から配水管を分岐する場合

 ①ダクタイル鋳鉄管から分岐する場合 （追加）

140 139
呼び径200mm以上のダクタイル鋳鉄管から分岐する場合は、分岐仕切弁までダクタイ

ル鋳鉄管とする。

139 138

呼び径200mm以上のダクタイル鋳鉄管又は鋼管から分岐する場合(参考)

呼び径200mm未満のダクタイル鋳鉄管又は鋼管から分岐する場合(参考)
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頁番号
令和5年6月1日

令和6年度版

頁番号
令和6年4月1日

管布設設計基準 ２ 設計 / ２．５ 管種 / ３ 給水管 管布設設計基準

（２）給水管分岐 （図一部削除） 甲型SKチーズの廃止

143

 ａ 分岐口径φ20～25mm

         図−24

142

 ａ 分岐口径φ20～25mm

         図−24

（２）給水管分岐 （図一部削除） 甲型SKチーズの廃止

143

 ｂ 分岐口径φ40mm

         図−25

142

 ｂ 分岐口径φ40mm

         図−25


